
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜決算書が経営を救います＞ 

フランスのルイ１４世の時代、バブルがはじけて企業の倒産が相次いだことがあります。こうした 
社会不安の中で倒産した会社の共通点を調べてみると、帳簿の付け方がずさんであることがわかり 
ました。そこでルイ１４世は倒産を未然に防ぐために商人に決算書の作成を義務付け、危機を脱し 
ました。 
 

１．月次決算書を正確に作成するために、お客様に「正確な会計帳簿」の作成を支援します。 
 ２．そのために毎月御社を訪問して帳簿を確認し、帳簿が適時に正確であるよう支援します。 
 ３．月次決算書を作成して、売上や利益の把握、前年対比がタイムリーに行えます。  

   ４．会計伝票を正しく入力し、粉飾決算は行いません。 
   ５．節税は多いに行い、脱税は行いません。  

以上の５項目の実践によって、お客様に安心と信頼を提供させていただきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林弘幸税理士事務所  代表： 税理士 小林 弘幸 

〒385-0022 

長野県佐久市岩村田 1894-2 小金沢テナント2-2 

TEL： 0267－68－7070 
FAX： 0267－68－7074 

   URL:    http://www.office-kobayashi.com/ 
E-mail： info@office-kobayashi.com 

 
 

  

 
＜ご案内資料（事務所入力用）＞ 

 

 

 

 

帳簿作成の

ご支援 

（ＩＴ化） 

節 税 す る に

は！ 

調査を省略す

るには！ 

 

売上と利益

を毎月把握

できます 

 

事業承継・リ

スクマネジ

メント 

 毎月の正確な帳簿の作成が自社の発展と節税に繋がります！ 
税務・会計 

事務所の方針 

月次巡回監査： 毎月お伺いして、証憑書類と帳簿を監査いたします。 

新会社法の“適時性”と“正確性”を担保いたします。 

月次巡回監査で銀行へ迅速な財務データを提供できます。 

節 税 対 策 ： 節税対策は毎月の巡回監査でタイムリーに対応いたします。 

 毎月お伺いすることで税制改正にも迅速に対応いたします。 

 常に税務調査を意識して監査いたします。 

電 子 申 告 ： 税務官庁へインターネットを通じて確定申告する電子申告に対応し 

ています。（税務署も電子申告を推奨しています。） 

書 面 添 付 ： 税務署へ提出する確定申告書に「書面添付」を行うことで調査省略と 

申告是認を目指しています。 

給 与 計 算 ： 給与計算ソフト（ＰＸ２）で毎月の給与計算を効率化できます。 

 年末調整は自動計算で、必要な書類もすべて自動作成します。 

 毎月の社会保険料や雇用保険料の算定の他、標準報酬月額も自動計算

できます。 

新規開業・株式

会社設立支援 

「自社の発展」も「節税」も

毎月の正しい帳簿付けから！ 

 

http://www.office-kobayashi.com/
mailto:info@office-kobayashi.com


 

 

 

“節税”は、毎月正しく帳簿を付けることから始まります！ 

毎月正しく帳簿を作成して、自社の経理内容をタイムリーに把握 

することから“自社の発展”と“節税”が生まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   決算書の視点から企業再生や業績向上を支援 

企業再生や業績向上のための経営コンサルティング 

業務を決算書の視点からご支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

1. オプションで業績アップ（変動費削減・固定費の削減・売上アップ）のスキルをご提案いたします。 

2. オプションでバランス・スコア・カードという手法を使って、経営幹部や社員さんと一緒に財務・人材 

・顧客・業務の４つの視点から経営の方向性・アイデアを出し合うサービスもございます。 

3. 業務のＰＤＣＡサイクル（Plan・Do・Check・Action）をご支援させて頂きます。 

 
 

税 務 ・ 会 計 サ ー ビ ス

適性申告 

 

毎月“正確な帳簿を作成”するには、

最初が肝心です。 
帳簿付けをルール化して効率的に

正確な帳簿を作成しましょう。 
ＩＴによる業務の効率化もご支援

させて頂きます。 

２．毎月の証憑

整理と帳簿付

けが肝要です 

 
まずは、証憑書類をきちんと整理し

て、そこから帳簿を作成することが

すべての取引を正確に記帳できま

す。 
現金はなるべく毎日残高確認しま

しょう。（建設業会計にも完全対応） 

毎月御社に伺って作成された会計

帳簿を証憑書類と照合し、会計基準

や税法の観点から監査させて頂き

ます。 
毎月伺うことで、決算書の「適時性」

と「正確性」を確保します。 

節税は毎月の巡回監査で経理内容

を把握することから始まります。 
余裕を持ったスケジュールで対応

することがこつです。 
節税は一日にしてならず！ 

 

 正しく帳簿を付けて会社の発展と節税を実現しましょう！ 

書面添付制度で調査を省略しまし

ょう。 
たとえ調査が入っても正しい帳簿

さえ付けていれば何も怖くはあり

ません。 

６．資金対策・リス

クマネジメント・ 

事業承継対策 

毎月の帳簿付けで、銀行から決算書

が欲しいと言われてもすぐに対応

できます。 
決算書から算定した適正な生命保

険料でリスクを回避しましょう。 
正しい帳簿付けが事業承継対策に

も繋がります。 

経営コンサルティング 

企業再生や業績向上のためには、時代に合った方

針を持ち、他社との差別化を図る必要があります。 
 
低価格戦略で行くのか、高付加価値戦略で行くの

か、そしてお客様は自社に何を望んでいるのか。 
どっちつかずで、何でもやりますが最も危険です。 

 

初 期 支 援： 帳簿の作成は、自社内で作成のルールを正しく決めることが大切です。 

現金の管理は以外に難しいものです。現金出納帳・売上帳・仕入帳等 

について業種・業態に合わせて御社にとって正確で、わかりやすく、

効率的な作成方法をご支援します。 

正確な帳簿とは： 正確な会計帳簿とは、 

 ①全ての取引事実を「あますところなく」帳簿に記録すること。 

②記録は「領収書等の書類」に基づいていること。 

③帳簿の記録が「適時」に行われていること。 

④責任の所在を明らかにするため、記帳の職務分担やその責任者が明

確であること。 

当事務所で巡回監査を行い、①から④について毎月帳簿を確認して正確

な帳簿を作成していただけるようご支援します。 

節 税 対 策 ： 節税対策は、「早期」に行う事が大切です。帳簿付けが間違っていると 

思わぬ課税がなされます。社長貸付・借入もしっかり記録しましょう。 

５．調査の省略と

申告是認を目指し

ましょう！ 
 

４．月次巡回監査 

（毎月御社にお伺

い致します） 

 
３．毎月の経理内容の

把握が節税に繋がり

ます（節税は地道な作

業から） 

１．初期支援 

業務内容のご案内 


